
 

瀬戸 子 ・子育 会議条例を 公 す  

  成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也 

瀬戸 条例第９号 

瀬戸 子 ・子育 会議条例  

趣旨  

第 条 条例 子 ・子育 支援法 成 法律第 号

以 法 いう 第 条第 項 規定 基 く審議会 し 設置

す 瀬戸 子 ・子育 会議 い 同条第 項 規定 基 組

織及び運営 関す 事項を定 す  

 設置  

第 条 法第 条第 項 掲 事務を処理す た 瀬戸 子 ・

子育 会議 以 子 ・子育 会議 いう を置く  

 組織  

第 条 子 ・子育 会議 委員 人以内 組織し 委員 長

任命す  

会長及び副会長  

第 条 子 ・子育 会議 会長及び副会長を置 委員 互選

選任す  

 会長 会務を総理し 子 ・子育 会議を代表す  

 副会長 会長を補佐し 会長 事故 あ そ 職務を代理

す  

会議  

第 条 子 ・子育 会議 会議 以 条 い 会議 いう

会長 招集し 会長 議長  



 

 会議 委員 半数以 出席し 開く い  

 会議 議事 出席した委員 過半数 決し 可否同数 議

長 決す  

務  

第 条 子 ・子育 会議 務 健 福祉部 家庭課 い

処理す  

 委任  

第 条 条例 定 ほ 子 ・子育 会議 運営 関し

必要 事項 長 定  

附 則 

条例 成 月 日 施行す  


